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介護老人保健施設 加西白寿苑  

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス 

（ショートステイ） 重要事項説明書   

令和 6年 9月 1日現在 

1．施設の概要 

（１）施設の名称等 

施設名 社会医療法人社団 順心会 介護老人保健施設 加西白寿苑 

開設年月日 平成 1５年 ５月 １日 

所在地 〒675-2321  加西市北条町東高室字四つ池 1231-1 

電話番号 ０７９０－４３－９８００ 

ＦＡＸ ０７９０－４３－９８０１ 

施設長名 行政 聡子  

介護保険指定番号 ２８５２６８００５３号 

 

（２）建物概要・主な設備 

建 物 建物構造 鉄筋コンクリート造 ２階建 

建築面積 １５０２．５８㎡ 

定 員 入所定員 ５０名 

通所リハビリテーション ５０名（予防給付を含む） 

居 室 4人部屋 

2人部屋 

１１室 

３室 

浴 室 一般浴槽・特殊浴槽 ２階  

主な設備 食堂・デイルーム・機能訓練室・診察室・相談室・家族介護教室・会議室・厨房・サービスス

テーション・洗面所・トイレ ＊全館冷暖房完備 

 

２．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 介護老人保健施設は、病状安定期にあり、入院の必要はないが、介護・看護・リ

ハビリテーションを中心とした医療ケアを必要とする要介護・要支援者に対し、医療サ

ービス、生活サービスを合わせて提供する施設です。 

利用者の方が１日でも長く自宅での生活を継続できるようにサービスを提供し、介

護を支援することを目的としています。家族が病気や冠婚葬祭など、何らかの理由

で介護ができない場合や、身体的・精神的な負担から休養が必要になった場合に

も利用できます。 

運営の方針 利用者の自立を支援し、在宅復帰を目指す施設です。再利用等の提案で家族

の介護負担軽減が図れるよう、他サービス機関と連携して総合的に支援し、一日で

も長く自宅での生活が継続できるよう地域や家庭と連携した運営を行います。 
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３．施設の職員体制等 

職 種 業 務 人 員 

施設長 施設職員の管理・指導を行う。 １名（下記と兼務） 

医師 日常的な医学的対応を行う。 １名以上 

看護職員 医師の指示に基づく診療補助行為、利用者の施設サービス計

画に基づく看護を行う。 

５名以上 

介護職員 利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。 １２名以上 

機能訓練士 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの作成、機能訓練の実施・指導を行う。 １名以上 

管理栄養士 栄養管理・指導、栄養ケアﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ等の栄養状態の管理を行

う。 

１名以上 

介護支援専門員 施設サービス計画の原案作成、要介護認定更新申請手続き

代行、相談援助等を行う。 

１名以上 

支援相談員 利用者および家族からの相談への対応、ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等の計

画・指導、市町村との連携を図る、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの指導等を行う。 

１名以上 

薬剤師 医師の指示に基づく調剤、薬剤管理等を行う 0.2名以上 

事務員 各種事務処理を行う。 １名以上 

＊勤務者は上記人員以上を配置しています。夜間は看護職員１名･介護職員1名で夜勤業務を行います。 

４． 施設サービスの内容 

（１）介護保険給付対象サービス 

種  類 内   容 

短期入所療養介

護サービス計画の

作成 

 

① 利用者の日常生活の状況および意向を踏まえて、利用者の居宅サービス計画

（ケアプランに沿ってサービスを提供します。 

② 利用期間が 4 日以上となる場合は、「短期入所療養介護サービス計画」を作成

し、これに従って計画的にサービスを提供します。 

③ 短期入所療養介護サービス計画を作成した場合には、利用者に説明の上、その

写しを交付します。 

健康管理 

(医療･看護) 

① 介護老人保健施設は入院の必要がない方が対象ですが、医師、看護師が常

勤していますので、利用者の身体状況に応じた適切な医療・看護を行います。 

② 緊急時・心身状態の急変時等、施設医が必要と判断した場合には、主治医ある

いは協力医療機関等に速やかに引き継ぎます。 

栄養管理 ① 管理栄養士の立てる献立表により、栄養と身体状態に配慮した食事を提供します。 

② 利用者ごとの栄養状態・食形態に配慮した栄養ケア計画を作成し、定期的に評

価を行い、必要に応じて見直しを行います。 

機能訓練 ① 専門スタッフ（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）により利用者の状況に適し

た機能訓練を行い、身体機能の低下防止に努めます。 

② 身体状況に応じた福祉用具を調整します。 

食 事 

（治療食を含む） 

時間： 朝食 7時 50分～  昼食 12時～  夕食 18時～ おやつ 14時 30分 

 ＊食事は、原則としてデイルームでおとりいただきます。 

口腔ケア 摂食嚥下状態を把握し、誤嚥防止に配慮した口腔ケアや訓練を行います。 

入 浴 ① 週 2回の入浴または清拭を行います。 

② 身体状況に合わせて一般浴または特浴で入浴していただきます。 
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排 泄 利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な

援助を行います。 

離床・着替え・整容

等 

① 身体機能維持のためにもできる限り離床に配慮します。 

② 身の回りのお手伝いをします。 

③ シーツ交換は、定期では週 1回実施します。その他、必要時に実施します。 

相談および援助 利用者とそのご家族からのご相談に応じ、市町村、事業者等との連絡調整を行いま

す。 

（２）介護保険給付対象外サービス 

種  類 内   容 

日用品 

 

利用者の希望によって日常生活に必要な身の回りの品として施設が提供。 

ティッシュペーパー、歯ブラシ、歯磨き粉、バスタオル、タオル等。 

理美容 理美容師の訪問による理美容サービス。毎月１回（基本的には第４週目の月曜日） 

歯 科 歯科医師・歯科衛生士が施設に訪問し、歯科診療・口腔ケアを行います。 

衣類リース 衣類リースもしくは私服を選択して頂きます。 

その他 電話代金、新聞購読料、教養娯楽費等は別途、実費負担となります。 

５．利用料金 

（１）基本サービス料 

在宅復帰・在宅復帰支援機能の体制により、基本型と強化型に分けられます。現在、当苑は強化

型をとっております。                                  1単位=10円 

介 護 区 分 要支援 1 要支援 2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

基本型 ６１３ ７７４ ８３０ ８８０ ９４４ ９９７ １０５２ 

強化型  ６７２ ８３４ ９０２ ９７９ １０４４ １１０２ １１６１ 

※ １割負担を表示しております。介護保険負担割合証の負担割合により利用者の負担割合額が変わります。 

（２）その他の料金 

種  類 内  容 

日用品費 １１０円/日 利用者の希望によって、施設内で利用していただく消耗品。 

教養娯楽費 実 費 

肌着リース費 ６１８円/日 

理美容代 実 費 

その他 歯科受診費、電話代金、リネンリース代等は実費 

 

（３）居住費及び食費 

所得の段階により、居住費・食費は下表の負担限度額まで自己負担となります。 （円/日） 

利用者 

負担段階 

居住費等の負担

限度額 
食費 負担限度額内容 

第１段階 ０ ３００ ・世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を

受給している人  ・生活保護を受給している人 

第２段階 ４３０ ６００ ・年金収入等 80万以下 

・預貯金 単身 650万 夫婦 1650万 

第３段階① ４３０ １３００ ・年金収入等８０万超１２０万以下 

・預貯金 単身５５０万 夫婦１５５０万 
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第３段階② ４３０ １３００ ・年金収入等１２０万超 

・預貯金 単身５００万 夫婦１５００万 

第４段階 ４７０ １６４５ ・課税世帯の方 

＊食費の内訳；  朝食 ３８５円 / 昼食６５５円 / 夕食 ６０５円 

 

（４）加算： 負担割合により利用者負担割合額が変わります。          1単位＝10円 

加算項目 加算費用 内   容 

在宅復帰・在宅療

養支援機能加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

51単位/日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算として、一定の要件を満たした

場合、算定できる加算 

サービス提供体制強

化加算 

（Ⅰ）２２単位/日 

（Ⅱ）１８単位/日 

（Ⅲ）６単位/日 

（Ⅰ）介護職員の内、介護福祉士が 80％以上、もしくは勤続 10 年

以上 介護福祉士 25％以上 

（Ⅱ）介護職員の内、介護福祉士が 60％以上 

（Ⅲ）介護職員の内、介護福祉士が 50％以上、もしくは常勤職員

75％以上、もしくは勤続 7年以上 30％以上 

夜勤職員配置 

加算 

２４単位/日 夜勤職員の基準を上回る配置を行っている場合。（職員体制により

変動あり） 

生産性向上推進体

制加算（Ⅱ） 

10単位/月 利用者並びに介護サービスの質の向上、職員の負担軽減の改善

を検討する委員会を開催し、テクノロジーを導入、業務改善の効果

を示すデータを提出した場合に算定 

介護職員等処遇改

善加算（Ⅰ） 

7，5％ 介護職員等の処遇改善のための加算。 

個別リハビリテーショ

ン実施加算 

２４０単位/実施日 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等がリハビリテーションを

個別に２０分間以上行った場合。 

療養食加算 ８単位/回 利用者の疾病に合わせた適切な栄養量および内容の療養食を提

供した場合。    

緊急時治療管理 ５１８単位/日 

＊連続する 3日間 

＊月に一回 

利用者の病状が著しく変化し重篤な場合、緊急その他やむを得な

い事情より救急救命医療（投薬・検査・注射・処置等）を行った場

合。  

総合医学管理加算 ２７５単位/日 

＊10 日/月が限度 

＊緊急時治療加算

との併算定不可 

・治療管理を目的とし短期療養介護を受け入れた場合。 

・診療方針を定め投薬検査注射処置などを行い、実施した内容等

を診療録に記載し、利用者の主治医に対して、利用者の同意を得

て、診療状況を示す文書を添えて必要な情報提供を行うこと。 

認知症行動・心理

症状緊急対応 

加算 

２００単位/日 

＊７日間を限度 

妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状が認められ、緊急に短期入所療

養介護が必要であると医師が判断し、介護支援専門員と施設が

連携し利用を開始した場合に算定。 

緊急短期入所 

受入加算 

９０単位/日 

＊7日間を限度 

介護者の病気等で短期入所が必要となった場合に、緊急で利用

を開始した場合。（家族の疾病、やむを得ない事情等ある場合は

14日を限度として算定） 

重度療養管理 

加算 

１20単位/日 要介護度４又は５であって、別に厚生労働大臣が定める状態であ

るものに対して、医学的管理のもと、短期入所療養介護を行った場

合。 



介護老人保健施設 加西白寿苑 ショートステイ              5 / 8 

口腔連携強化加算 50単位/回 

＊１回/月 

事業者と歯科専門職との連携の下、介護職員等による口腔衛生

状態・及び口腔機能の評価の実施。並びに利用者の同意の下、

歯科医療機関及び介護支援専門員へ情報提供を行った場合。 

送迎加算（片道） １８４単位/回 自宅から施設までの送迎を行った場合。 

６．支払い方法 

受付時間 

① 月～金曜日   ９時００分～１７時 0０分 

② 土曜日      ９時００分～１2時００分 

③ 毎月 10日から 20日の間に受付にて現金でお支払い下さい。 

休 業 日 日曜日及び祝祭日、年末年始（12月 30日～１月３日） 

※請求書兼領収書を発行いたします。利用終了日の受付時間帯、翌月10日から 20日までにお支払い下さい。 

７．利用料金の変更 

   介護保険改訂に伴う利用料金変更がある場合、口頭による説明や文書等で変更内容を連絡し、利用者

の同意を得ます。介護保険適用外（食事、日用品等）の料金変更については１ヶ月以上前に文書で連絡

致します。 

８．その他 (各市町村に申請の必要なサービス) 

以下のサービス（食事・居住費の負担額の減額、高額介護サービス費）については、各市町村の介護保険

課への申請が必要です。なお、各制度の詳細は各市町村の介護保険課にご確認ください。 

（１）食事・居住費の負担限度額（介護保険負担限度額認定証）について 

申請により居住費・食費は負担限度額までの自己負担となります。詳細は介護保険課にお問い合

わせください。 

（２）高額介護サービス費について 

介護保険を同じ月に利用した、サービス利用者負担の合計額が高額になり、一定額を超えた場合、申請に

より限度額を超えた部分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。 

９．協力医療機関 

 当施設では利用者の状態が急変した場合には、速やかに対応できるように以下の医療機関に協力をお願い

しています。 

名  称 所 在 地 電 話 番 号 

市立加西病院 加西市北条町横尾１丁目 13 ０７９０－４２－２２００ 

窪田歯科医院 加西市北条町北条９１７ ０７９０－４２－０４６４ 

１０．緊急時の対応方法 

  当施設における介護保険施設サービスでの対応が困難な状態、または専門的な医学的対応が必要と判

断した場合、利用中に利用者の心身状況が急変した場合、指定の緊急時の連絡先に速やかに連絡します。

また、救急車を要請することがあります。 

１１．施設利用にあたっての留意事項 

利用開始前の確認事項 ご利用にあたり介護保険証等を確認させていただきます。 

利用中の確認事項 ① 介護保険証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、医

療保険証等は施設でコピーを預からせていただきます。原本はご家族で保

管して下さい。 

② 各保険証の更新時には、必ず新しいものを施設にご提示ください。 

緊急連絡 緊急の場合には「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 
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面  会 

 

短期入所療養介護中の面会は、現在は行っておりません。やむを得ない事情

で面会が必要な場合は、事前にお知らせください。 

所持品・備品等の持ち込

み 

本人及び他利用者の療養に差し支える物については持ち込みを遠慮していた

だく場合があります。なお、私物にはすべてお名前をお書き下さい。 

食品等の持ち込み ① 生ものの持ち込みは固くお断りいたします。 

② おやつに関しては、施設の栄養管理に支障のないようにご配慮ください。状

態によっては制限させていただくことがあります。 

③ 残った食べ物は持ち帰っていただくようお願いいたします。 

金銭・貴重品の管理 御自宅で保管して下さい。紛失の場合には責任を負えません。 

洗  濯 ① 週 2回入浴していただきますので洗濯は、ご家族で最低週 1回はお引き取

りをお願いいたします。着替えが足りなくなった場合は、着替えが届くまでの

間、リース服を使用していただきます。（リース代が発生しますので、ご注意く

ださい。） 

② ご都合や事情により洗濯が無理な場合は、リース服をご利用ください。 

飲酒・喫煙 ① 苑内での飲酒は禁止です。 

② 苑内は全て禁煙です。 

迷惑行為等 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。 

ペットの持ち込み 衛生管理上ペットの持ち込みはご遠慮下さい。 

宗教・政治活動・営利行

為 

加西白寿苑では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用

者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止です。 

１２．要望または苦情について 

  サービスについて、要望、ご不明な点や疑問、苦情などございましたら当施設の相談員までお気軽にご相

談ください。その他、1F に備え付けているご意見箱もご利用下さい。安全衛生委員会で検討し、改善してまい

ります。 

当施設の 

苦情・相談窓口 

(8:30～17：30) 

 

・苦情等対応責任者  行政聡子（施設長） 

・相談窓口担当者     電話番号 ０７９０－４３－９８００ 

國田智貴（事務長） 

時里弘美 ・ 斉藤吏英子 （介護支援専門員・支援相談員） 

＊事務所前に専用用紙とご意見箱を設置 

他の相談窓口 ・お住いの市町村介護保険課 

・加西市介護保険課 苦情相談窓口  電話番号  ０７９０－４２－８７８８ 

・兵庫県国保連合会 苦情相談窓口  電話番号  ０７８-３３２－５６１７ 

１３．非常災害時の対策 

防災設備 避難階段・避難口・療養室等の内装等の防火材使用 

消防設備 屋内消火栓・自動火災警報設備・スプリンクラー・非常警報装置・非常警報設備・

避難器具・非常電源設備・防火水・誘導灯及び誘導標識・耐火カーテン使用 

防災訓練 避難訓練２回/年 通報訓練２回/年 消火訓練１回/年実施 

１４．事故防止の対策 

  当施設では、事故発生・再発防止対策として、事故発生時の報告書を作成し、原因究明・改善策を検討

しています。（リスクマネジメント委員会を月に１回開催） 転倒事故などの防止には全職員努力しております

が、防ぎきれない転倒事故などがあります。ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 
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１５．身体拘束について 

  原則として身体拘束は廃止しております。但し、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得なく身体拘束を行う場合があります。その際は医師が、その様態及び時間、利用者の心身状

況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載致します。 

  身体拘束等の適正化を図るため毎月委員会を開催し、職員の周知徹底を図っています。また身体拘束等

の適正化のための指針を整備し、職員研修を定期的に実施しております。 

１６．虐待の防止について 

利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を予防するため、虐待防止のための指針を整備し、定期的

に研修を実施し、毎月委員会を開催し、職員に周知徹底を図っています。 

１７.感染予防対策 

  感染症が発生または万延しないように、感染症および食中毒の防止マニュアルに沿って対応いたします。ま

た、１ヶ月に１回、感染防止・褥瘡・皮膚損傷対策委員会を開催し予防に努めています。 

１８．褥瘡対策について 

  褥瘡が発生しないよう適切な介護に勤めるとともに、褥瘡対策の指針を定めその発生を防止するための体

制を整備しております。 

１9．個人情報の利用目的 

介護老人保健施設「加西白寿苑」では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、お預かりし

ている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

介護老人保健施設内部

での利用目的 

① 当施設が利用者等に提供する介護サービス 

②  介護保険事務 

③  介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

  ・入退所等の管理   ・会計・経理 ・事故等の報告 

  ・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

他の事業者等への情報

提供を伴う利用目的 

① 当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護

支援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

・利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

・検体検査薬務の委託その他の業務委託 

・家族等への心身の状況説明 

② 介護保険事務のうち 

・保険事務の委託 

・審査支払機関へのレセプトの提出 

・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

当施設の内部での利用に

係る利用目的 

当施設の管理運営業務のうち 

・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

・当施設において行われる学生の実習への協力 

・当施設において行われる事例研究 

他の事業者等への情報

提供に係る利用目的 

当施設の管理運営業務のうち 

・外部監査機関への情報提供 
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